
    制定平成４年４月１日要綱第１９号 

                      最近改正 平成２９年９月８日 

 

 

外国人心身障がい者給付金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、国民年金制度の改正がおこなわれた昭和５７年１月１日（以下「基

準日」という。）前に２０歳に達していた外国人等で障がい基礎年金等を受けることが

できない重度障がい者に対し、外国人心身障がい者給付金（以下「給付金」という。）

を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条  この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

（１）障がい基礎年金等 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に規定する障がい

基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和

６０年改正法」という。）第１条の規定による、改正前の国民年金法に規定する障がい

年金、厚生年金法（昭和２９年法律第１１５号）に規定する障がい厚生年金、昭和６０

年改正法第２条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障がい年金及び法律に

よって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第２８条に規定

する障がいを支給事由とする給付をいう。 

（２）外国人等 基準日前に満２０歳に達していた者であって、基準日前から外国人登

録法（出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９

号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）をいう。

以下同じ。）の廃止前まで同法第４条第１項の規定による登録をされていた者、又は基

準日前から同法第４条第１項の規定による登録をされていた者で、日本国籍を取得した

者をいう。 

 

（支給対象者） 

第３条  給付金は、本市区域内に居住し、本市を居住地として住民基本台帳に記録されて

いる外国人等で、次の各号に該当する手帳を交付されている者に支給する。 

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の身体障がい者

手帳で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第５号）に掲げる等級が１級

もしくは２級の記載のあるもの 

ア．基準日前に交付されたもの 

イ．基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に

属するもの。 

（２）療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生事務次官通知）により障がいの程

度がＡの記載のある療育手帳 

ア．基準日前に交付されたもの 

イ．基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に

属するもの。 



（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第２項の精神障がい者保健福祉手帳で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障がい等級が１級の記載の

あるもの 

ア．基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に

属するもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市区域内の社会福祉施設に入所している者で、本市が

援護の実施者となっていない者については支給対象としない。 

 

（支給制限） 

第４条  市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、給付金を支給しないものとする。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する生活保護を受給していると

き。 

（２）公的年金を受給しているとき。 

 

（給付金の額） 

第５条  給付金の額は、年額２４０，０００円とする。 

ただし、平成４年４月１日から平成７年３月３１日の期間に公的年金受給権の発生した

者にあっては、別に市長が定める額（別表１により算出した額）とする。また、老人福

祉施設（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する養護老人ホ－ム又は特別

養護老人ホ－ムをいう。）入所者で、措置費（老人福祉法に規定する措置に要する費用

をいう。）に加算の特例を受けている場合は、別に市長が定める額（別表２により算出

した額）とする。 

 

（支給申請等） 

第６条 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、給付金支給

申請書（様式第１号、以下「申請書」という。）に公的年金未受給状況等申立書（様式

第２号）を添付して、市長に申請しなければならない。 

 ２ 次条の規定により給付金の支給を受けていた者（以下「受給者」という。）であっ

て、その後、受給資格が消滅した者が、再び支給の要件に該当するに至った場合におい

て、該当後の期間に係る給付金の支給を受けようとするときも、前項と同様とする。  

３ 給付金の支給決定を受けた者は、毎年７月末までに給付金現況届（様式第３号）を

市長に提出しなければならない。 

 

（給付の決定等） 

第７条   市長は、前条第１項の申請があった場合において、給付金の支給を決定したと

きは給付金支給決定通知書（様式第４号）により、給付金の不支給を決定したときは給

付金不支給決定通知書（様式第５号）により申請者に通知する。 

 

（給付期間及び支給期月） 

第８条 給付金の支給は、第６条第１項の申請があった日の属する月の翌月から始め、 

給付金の受給資格が消滅した日の属する月で終わるものとする。 

  ２    市長は、毎年３月、６月、９月及び１２月に前条の規定により給付金の支給決定を

受けた者（以下「受給者」という。）にそれぞれ当該月までの給付金の支給額を支給す

る。 



 

（届出） 

第９条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号の何れかに該当

する事由が生じたときは、すみやかに給付金資格要件変更届（様式第６号、以下「変更

届」という。）により市長に届け出なければならない。 

  （１）第１１条各号のいずれかに該当し、受給資格が消滅したとき。 

  （２）住所又は氏名を変更したとき。 

  （３）前２号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況に変更があったとき。 

 

（支給停止） 

第 10条  市長は、受給者が第６条第３項の給付金現況届を提出しないときは、当該年度

の７月分から給付金の支給を停止する。 

２ 市長は、前項により支給停止した受給者から給付金現況届の提出があったときは、

給付金の支給を再開する。ただし、提出を受け付ける給付金現況届は、提出日が属する

年度分及びその前年度分とする。 

 

（受給資格の消滅） 

第 11条  受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する資格は消滅 

するものとし、給付金受給資格消滅通知書（様式第７号）を交付する。 

  （１）死亡したとき。 

  （２）第３条第１項に規定する要件に該当しなくなったとき。 

  （３）第４条の規定に該当するとき。 

 

（給付金の返還） 

第 12条  市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金返還戻入通知 

書（様式第８号）により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請

求するものとする。 

  （１）重複して給付金を受給したとき。 

  （２）前条による受給資格の喪失以後に給付金を受給したとき。 

  （３）偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。 

 

（未支給の給付金） 

第 13条  受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだ 

その者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、その

未支給の給付金の支給を、外国人心身障がい者未支給金請求書（様式第９号）により請

求することができる。 

 ２    生計を同じくしていた者とは、原則として本人と同居し、生活をともにしていた者 

をいう。 

 

（譲渡及び担保の禁止） 

第 14条  給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 

（施行細目の委任） 

第 15条  この要綱の施行に関し、必要な事項は、専管する課長が定める。 

 

 

附 則 



 １ この要綱は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第６条第１項の申請は、

平成４年６月１日以後に行うものとし、平成４年１２月２８日までに申請のあった受給

者については、平成４年４月（平成４年５月以後に申請した者については、 その受給資

格を取得した日の属する月）分から給付金を支給する。 

 ２ 第１回目の支給については、要綱第８条第２項の規定にかかわらず平成４年７月

20日とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成７年４月１日から適用する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第３条第３項の者につ

いては、第６条第１項の申請は、平成１９年４月１日以後に行うものとし、うち、平成

１９年４月３０日までに申請のあった者については、平成１９年４月（平成１９年５月

以後に申請のあった者については、申請のあった日の属する月の翌月）分から給付金を

支給する。 

附  則 

 この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成２９年９月８日から施行し、この要綱による改正後の外国人心身障が

い者給付金支給要綱の規定は、平成２８年４月１日から適用する。 

 



（別表１） 

                ○公的年金（年額４８０，０００円未満）受給者の場合 

                の支給額算定方法 

 

  例えば、本人受給の公的年金が年額６０，０００円（月額５，０００円）の場合 

 

 

  本来は、 

      大阪府分   ２０，０００円 － ２，５００円 ＝ １７，５００円 －（１） 

 

      大阪市分   ２０，０００円 － ２，５００円 ＝ １７，５００円 －（２） 

 

 

  となり、（１）＋（２）の合計額  ３５，０００円が支給されるべきであるが、大阪府

制度においては、公的年金受給者に対する給付金の支給がないため、（１）＋（２）の

合計額 ３５，０００円）を大阪市が支給する。 

 

 

 

（別表２） 

            ○老人福祉施設（養護老人ホ－ム・特別養護老人ホ－ム）入所者 

              の場合の支給額算定方法 

 

    老人福祉施設入所者で、措置費の生活費に加算の特例を受けている場合の給付金額 

  を以下の通りとする。 

 

１．養護老人ホ－ム入所者の場合 

      １人当たり（加算額（月額））  ２２，５００円 

 

   （市支給額の算出根拠） 

 

      ２２，５００円  ÷  ２  ≒  １１，０００円 （控除額） 

 

      ２０，０００円  －  １１，０００円  ＝  ９，０００円  （支給額） 

 

 

２．特別養護老人ホ－ム入所者の場合 

      １人当たり（加算額（月額））    ５，０００円 

 

   （市支給額の算出根拠） 

 

      １０，０００円  ÷  ２  ＝  ５，０００円  （控除額） 

 

      ２０，０００円  －  ５，０００円  ＝  １５，０００円  （支給額） 

 

    ※今後、老人福祉施設（養護老人ホ－ム・特別養護老人ホーム）入所者にかかる 

      措置費の加算の特例金額が改正された場合には、上記の例によるものとする。 

 


